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●ご意見・お問い合わせ先●

国土交通省 東北地方整備局

秋田河川国道事務所

茨島出張所
〒010-0065 秋田市茨島5丁目6－28

電話 018-862-4362
http://www.thr.mlit.go.jp/akita/barajima/hyousi.html
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茨島出張所では、雄物川下流部（河口～から約３０．４５ｋｍ）・旧雄物川（雄物川分岐点から0.3km）を管理しています

処置前 処置後

▼

９月５日に秋田工業高校の２年生３名、

９月１２日に秋田大学の学生さん3名が

インターンシップのため茨島出張所に

訪問してくれました。

茨島出張所の業務の説明を聞いた後、

水門の見学や河道掘削の現場の見学、

パックテストによる水質試験の体験、

遠隔式除草機械を操作するなど

普段経験することのできない内容に

積極的な質問も多く興味津々の様子でした。

9/5(木) 秋田工業高校 9/12（木） 秋田大学

が行われました

パックテスト体験 新屋水門の見学

現場見学

除草作業の見学

実際に操作しました

業務の説明

古川排水樋門の見学

現場見学

インターンシップお疲れさまでした。

今回の体験が将来お役に立てたら幸いです。

水門操作見学

秋の堤防除草が終わり、集草作業に入っております。

近隣にお住まいの皆様、河川敷等をご利用の皆様には

ご迷惑をおかけしております。

茨島出張所では、集草した刈草ロールを無償で提供しております。

ご希望の方は、茨島出張所へご連絡ください。

悪質な不法投棄が増えています 雄物川ではゴミの不法投棄が後を絶ちません。清掃のボラン

ティアの団体が日頃、河川の美化に取り組んでいる中で、一部の

心無い方による不法投棄は許されることではありません。

不法投棄した者は

５年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金

または併科に処されます。

ヒエの投棄がありました。

植物であっても不法投棄で

あることには変わりません。


